
令和８年６月 

 

申請者各位 

 

開発許可等申請及び盛土規制法に基づく許可申請手続にあたって
の注意事項について 

 

平成２６年９月定例県議会において、「県の機関における行政書士法の遵守徹底の適正化と行政

書士法・行政手続条例の遵守に関する請願」が提出され、同年１０月７日に採択されました。 

また、「行政書士法の一部を改正する法律」（令和７年法律第６５号）が令和８年１月１日から

施行されたことに伴い、許認可等の申請に際し、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法

律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を

得て、業として官公署に提出する書類を作成する業務を行うことができないことが明確化されま

した。 

 これらを踏まえ、開発許可等申請及び盛土規制法に基づく許可申請手続については、下記のと

おり取り扱うこととしますので、お知らせします。 

記 

 
 申請者（申請者が法人の場合は、①法人の代表者、②法人の役員及び従業員、申請者が個人の

場合は、①本人、②本人の家族及び同人が経営する個人事業の従業員）以外の方が申請に来られ

る場合は、委任状（様式例は別紙のとおり）を添付してください。なお、委任できるのは、行政

書士、行政書士法人、建築士事務所に所属する建築士に限られます。 

  また、窓口で申請を受け付ける際は、来庁された方の本人確認を以下の書類により行いますの

で、御了承願います。 

○本人確認を行う書類（例） 

 運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、住民基本台帳カード、パス

ポート、行政書士証票など官公庁や公的機関が発行している資格者証、申請者の従業員にあっ

ては当該申請者が発行する身分証明書等 

（注）行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する

書類を作成することを業とすることは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士

法違反となり、刑事罰が科される場合があります。 

 

問合せ先 

福岡県 建築都市部開発・盛土指導課 

＜開発許可等関係＞             

開発第一係・開発第二係 

  電 話：０９２－６４３－３７１５ 

  メール：kaihatu@pref.fukuoka.lg.jp 

＜盛土規制法関係＞              

盛土規制係 

  電 話：０９２－６４３－３７６２ 

  メール：moridokisei@pref.fukuoka.lg.jp 

 


